
平成３０年度 

事 務 事 業 概 要 

品川区選挙管理委員会





１ 選挙管理委員会の設置および職務 

(1)設置の根拠・組織・運営 

① 地方自治法第１８１条～１９４条（昭２２・法６７） 

② 品川区選挙管理委員会規程（平元・選告示２） 

③ 品川区選挙管理委員会事務局規程（昭５７・選訓令甲１） 

(2) 職務 

① 区議会議員・区長選挙の管理執行 

② 国および東京都の選挙ならびに最高裁判所裁判官国民審査の執行 

③ 東京海区漁業調整委員会委員選挙の執行 

④ 選挙人名簿および在外選挙人名簿の調製 

⑤ 東京海区漁業調整委員会委員の選挙人名簿の調製 

⑥ 選挙啓発 

⑦ 検察審査員候補者予定者の選定 

⑧ 裁判員候補者予定者の選定 

⑨ 公職の候補者等の政治活動に関すること。 

⑩ 直接請求に関すること。 

(3) 委員 

① 定  数  ４名（外に同数の補充員） 

② 任  期  ４年（平成 30 年 10 月 23 日まで） 

③ 選任方法  委 員→選挙権を有する者のうちから区議会において選挙する。  

             （地方自治法第１８２条第１項） 

補充員→選挙権を有する者のうちから委員と同数を区議会におい

て選挙する。 （地方自治法第１８２条第２項） 
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委員・ 

補充員の別
氏  名 所属党派 就任年月日 職 名 

委 員 堺   直 隆 公 明 党 平成26年10月24日 委員長 

同 上 横 山  宏 無 所 属 同  上 委員長職務代理者 

同 上 林   和 也 自由民主党 同  上  

同 上 飛 田 徹 夫 民 進 党 同  上  

補充員 三 上  博 志 公 明 党 同  上  

同 上 土 井  洋 一 民 主 党 同  上  

同 上 西 元  毅 無 所 属 同  上  

同 上 原   雅  美 無 所 属 同  上  

※委員長・同職務代理者としての就任年月日および補充員の順序の決定について

は、平成２６年１０月３０日付。 

(4) 事務局 

設置および組織・所掌事項 

① 設置 

・地方自治法第１９１条 

・品川区選挙管理委員会規程第１６条 

② 組織 

事務局 ９人 (平成３０年４月１日現在) 

③ 所掌事項 

・委員会に関すること。 

・選挙人名簿に関すること。 

・在外選挙人名簿に関すること。 

・各種選挙および国民審査の執行に関すること。 

・選挙争訟に関すること。 

・品川区明るい選挙推進協議会に関すること。 

・選挙の啓発および周知に関すること。 

・選挙および投票の統計に関すること。 

・検察審査員候補者予定者の選定に関すること。 

・裁判員候補者予定者の選定に関すること。 

・各種投票および直接請求の事務に関すること。 

・選挙に関する調査および資料の収集に関すること。 

・事務局の庶務に関すること。 
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２ 事務事業内容 

(1)選挙管理委員会の運営 

① 委員会（定例会月２回第２・第４火曜日午前１０時～・臨時会） 

② 関係機関会議 

(2) 公職選挙法に基づく管理執行事務 

① 選挙人名簿の調製（公職選挙法第１９条～第３０条、同施行令第１１条～ 

第２２条の２） 

ア 登録 

 定時登録 

年齢満１８年以上の日本国民で、引き続き３か月以上住民基本台帳に

記録されている者を、３、６、９および１２月の各月１日を基準として

当該月の１日に登録する。 

＊ 平成３０年３月１日現在 

登録者 326,433人 

男 159,234人 

女 167,199人 

 選挙時登録 

選挙が行われる際、定められた基準日に登録資格を有する者を当該 

基準日に登録する。 

イ 閲覧 

選挙の期日の公示、または告示の日から選挙の期日後５日に当たる日ま

での間を除いて、申し出により名簿の抄本を閲覧に供する。 

ウ 抹消 

登録されている者が死亡したり、国籍を喪失したとき、または区外転出

後４か月経過したときは名簿から抹消処理する。 

② 在外選挙人名簿の調製（公職選挙法第３０条の２～第３０条の１５、 

同施行令第２３条～第２３条の１８） 

ア 登録 

年齢満１８年以上の日本国民で、引き続き３か月以上その者の住所を管轄

する領事官の管轄区域内に住所を有する者を、申請に基づき随時登録する。 

＊平成３０年４月１０日現在 

登録者 947人 

男 473人 

女 474人 

イ 在外選挙人証の交付 

在外選挙人名簿に登録した者に、在外選挙人証を交付する。 
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ウ 閲覧 

選挙の期日の公示、または告示の日から選挙の期日後５日に当たる日ま

での間を除いて、申出により名簿の抄本を閲覧に供する。 

エ 抹消 

登録されている者が死亡、国籍喪失したとき、または国内において新た

に住民票が作成された日後４か月経過したときは名簿から抹消処理する。 

③ 公職の候補者等の政治活動に関する事務 

政治活動用事務所看板の証票を交付するほか、公職選挙法第１４３条第１６

項の規定に違反した立札、看板およびポスターの撤去命令などを行う。 

④ 滞在地不在者投票事務（公職選挙法施行令第５６条） 

⑤ 選挙権および被選挙権に関する通知および処理事務（公職選挙法第１１条） 

⑥ 郵便等投票証明書交付事務（公職選挙法施行令第５９条の３～第５９条の３の３） 

⑦ 選挙人名簿登録証明書交付事務（公職選挙法施行令第１８条） 

⑧ 南極選挙人証交付事務（公職選挙法施行令第５９条の７） 

(3) 検察審査員候補者予定者の選定（検察審査会法第１０条、第１１条） 

選挙人名簿登録者から、検察審査員候補者の予定者として検察審査会から通知

のあった員数をくじで選定後、検察審査員候補者予定者名簿を調製し、これを検

察審査会に送付する。 

(4) 裁判員候補者予定者の選定（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第２１条、    

第２２条） 

選挙人名簿登録者から、裁判員候補者の予定者として地方裁判所から通知のあ

った員数をくじで選定後、裁判員候補者予定者名簿を調製し、これを地方裁判所

に送付する。 

(5) 東京海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の調製（漁業法第８９条、第９４条） 

毎年９月１日現在で選挙人の選挙資格を調査し、１０月１５日までに選挙人名

簿を調製の上、１２月５日に確定する。 

  ＊ 平成２９年度品川区登録者数  ３１名（男１９名、女１２名） 
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(6) 選挙啓発の推進（公職選挙法第６条） 

民主主義の基盤である選挙の重要性について自覚を促すなど区民の政治意識

の向上に努め、明るい選挙の実現を図る。 

① 啓発講座の開催 

ア しいの木講座 

    区民を対象に年１回行う。 

イ 地区教養講座 

Ｈ２９年度は、衆議院議員選挙執行のため中止した。 

区民・明るい選挙推進委員を対象に品川区推進協議会と共催して、 

２地区ずつ４ヵ所で開催をする予定であった。 

② ポスターコンクール 

小・中学校および高等学校の児童生徒を対象に明るい選挙啓発ポスターを募集

し、審査会において入選および特選を選定する。これらの作品には賞状・賞品を

贈呈し、全応募作品は区の施設で展示する。 

なお、特選は東京都の第２次審査へ提出し、一定数が更に国の第３次審査へ送

られ、文部科学大臣・総務大臣賞などが選ばれる。 

＊ 応募および入賞の状況（平成２９年度） 

［応募］６４９点(小学生の部３７１点、中学生の部２７７点、 

         高校生の部１点） 

［入選］ ４１点(小学生の部２０点、中学生の部２０点、 

高校生の部１点) 

［特選］ ２１点(小学生の部１２点、中学生の部９点) 

［奨励校］大井第一小学校、冨士見台中学校 

③ 若年層有権者へのメッセージカード 

新たに有権者となる区民へ、主権者としての心構えや投票を促すメッセージを 

送付することにより、選挙への関心をより高め、若年層の投票率の向上を図る。 

発 行  月１回 

方 法  対象者に個別に送付する。 

＊ 送付数（平成２９年度）  ２，１６２件 

④ 出前選挙や模擬選挙の実施 

選挙の仕組みについての学習や、実際の投票箱や記載台等を用いた架空の候補

者への投票体験を通じて将来を担う若年層に選挙への関心を高める。 

⑤ 選挙物品の貸出 

次世代を担う児童・生徒に対する啓発活動の一環として、小・中学校および 

高等学校へ投・開票業務で実際に使用する物品を貸し出す。 

＊ 貸出件数（平成２９年度） １３件
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(7) 明るい選挙推進協議会の活動援助 

明るい選挙推進委員によって構成される明るい選挙推進協議会は、民主主義の

基本である明るい選挙の実現に向け様々な活動を展開しており、その活動が円滑

に推進できるように会の運営について側面から援助する。 

① 会員数 １８５名（平成３０年４月１日現在） 

② 組織運営（平成２９年度実績） 

総 会 １回 

運営委員会 ７回 

専門部会 ４０回 

地区会 ７７回 

都選管主催研修会など    １回 

③ 事業活動 

ア 話し合い活動 （平成２９年度実績７３４回 延人数５，６７１名） 

明るい選挙推進委員が年間を通じて行う基本的な活動で、この活動が円

滑に行うことができるよう援助する。 

イ 話し合い助言者研修 

話し合い活動において助言者となる明るい選挙推進委員に対し、話しあ

い活動のあり方や、心がまえについての研究、研修を行うことで、明るい

選挙推進活動を強化する。 

・新任研修（１回） 新任の明るい選挙推進委員に対し、活動の意義 

等を習得させる。 

・区外研修（１回） 他市の状況や文化施設などを見聞し、明るい選 

挙推進委員としての資質向上を図る。 

ウ 啓発事業 

啓発紙「しいの木かわら版」の発行、地区まつり等イベント会場や街頭

での啓発活動に対し、必要な支援を行う。 

＊平成２９年度実績 

「しいの木」発行 １回 「しいの木かわら版」発行 ２回 

イベント会場、街頭での啓発活動 ２２箇所 

若年層への取組（青年層との啓発に関する意見交換会） ３回 

成人式等での啓発イベント協力 ２回 

出前選挙（小・中学校で実施） ２９校 

(8) 平成３０年度執行予定の選挙 

品川区長選挙および品川区議会議員補欠選挙（９月３０日執行） 
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選挙結果一覧 

選挙名 執行日 
当日有権者数（人） 投票者総数（人） 投 票 率（％） 

備  考 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 

衆議院議員選挙 

H29.10.22

144,002 150,047 294,049 78,881 81,965 160,846 54.78 54.63 54.70
小選挙区選出

（３区） 

14,761 16,804 31,565 8,039 8,956 16,995 54.46 53.30 53.84
小選挙区選出

（７区） 

H26.12.14 151,611 159,545 311,156 82,501 84,779 167,280 54.42 53.14 53.76小選挙区選出

H24.12.16 149,906 157,341 307,247 93,424 97,932 191,356 62.32 62.24 62.28小選挙区選出

H21. 8.30 147,786 154,360 302,146 97,336 102,161 199,497 65.86 66.18 66.03小選挙区選出

参議院議員選挙 

H 28. 7.10 156,305 164,062 320,367 90,027 94,586 184,613 57.60 57.65 57.63 東京都選出

H 25. 7.21 150,485 158,063 308,548 81,276 83,327 164,603 54.01 52.72 53.35 東京都選出

H 22. 7.11 148,152 154,838 302,990 87,011 90,988 177,999  58.73  58.76  58.75 東京都選出

H 19. 7.29 144,965 151,075 296,040 82,661 85,978 168,639  57.02  56.91  56.96 東京都選出

東京都議会議員選挙 

H 29.07.02 155,091 163,469 318,560 79,722 85,918 165,640 51.40 52.56 52.00

H 25. 6.23 147,094 155,118 302,212 62,232 66,869 129,101 42.31 43.11 42.72

H 21. 7.12 145,348 152,348 297,696 78,399 82,783 161,182 53.94 54.34 54.14

H 17. 7. 3 139,195 145,236 284,431 60,549 66,823 127,372  43.50  46.01  44.78

東京都知事選挙 

H 28. 7. 31 154,905 163,005 317,910 90,507 100,400 190,907 58.43 61.59 60.05

H 26. 2. 9 148,570 156,610 305,180 71,111 74,280 145,391 47.86 47.43 47.64

H 24.12.16 147,867 155,590 303,457 93,095 97,693 190,788 62.96 62.79 62.87

H 23. 4.10 146,265 153,538 299,803 80,011 89,459 169,470 54.70 58.27 56.53

品川区議会議員選挙 

H 27. 4.26 147,094 155,505 302,599 57,901 63,367 121,268 39.36 40.75 40.08

H 26.10. 5 148,014 156,233 304,247 34,070 36,544 70,614 23.02 23.39 23.21 補欠選挙 

H 23. 4.24 144,593 151,992 296,585 57,530 62,820 120,350 39.79 41.33 40.58

H 22.10. 3 144,852 152,045 296,897 44,998 49,256 94,254 31.06 32.40 31.75 補欠選挙 

品川区長選挙 

H 26.10. 5 148,015 156,233 304,248 34,078 36,557 70,635 23.02 23.40 23.22

H 22.10. 3 144,852 152,045 296,897 45,009 49,270 94,279 31.07 32.40 31.75

H 18.10. 8 144,022 149,763 293,785 45,670 51,680 97,350 32.54 35.24 33.92

H 15. 4.27 133,349 138,610 271,959 54,587 62,798 117,385  40.94  45.31  43.16（翌日開票）

 ※ Ｈ 4. 7.26 参議院議員選挙から即日開票実施 

 ※ Ｈ10. 7.12 参議院議員選挙から、投票時間２時間延長・不在者投票事由緩和および投票時間午後８時まで延長 

 ※ Ｈ16. 7.11 参議院議員選挙から期日前投票実施 

 ※ Ｈ28. 7.10 参議院議員選挙から選挙権年齢を１８歳以上に引き下げ 

 ※ Ｈ29.10.22 衆議院議員選挙から衆議院小選挙区の区割り変更により、品川区の選挙区が「東京都第３区」と「東京都第７区」

となる。
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